
平
成
二
十
六
年
十
一
月
四
日
提
出

質

問

第

五

六

号

国
会
議
員
定
数
削
減
の
実
現
に
向
け
た
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
の
取
り
組
み
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

貴

子
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国
会
議
員
定
数
削
減
の
実
現
に
向
け
た
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
の
取
り
組
み
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

二
〇
一
二
年
十
一
月
十
四
日
の
党
首
討
論
に
お
い
て
、
当
時
の
野
田
佳
彦
内
閣
総
理
大
臣
は
、
自
民
党
総
裁
と
し
て
討
論
に

臨
ん
だ
安
倍
晋
三
現
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
衆
議
院
議
員
定
数
削
減
法
案
に
賛
同
を
求
め
、
賛
同
し
て
く
れ
る
の
な
ら
、
同

年
十
一
月
十
六
日
に
衆
議
院
を
解
散
し
て
も
い
い
旨
の
発
言
を
し
た
。
そ
れ
に
安
倍
総
理
が
呼
応
し
、
当
該
日
に
ち
に
衆
議
院

が
実
際
に
解
散
と
な
り
、
政
権
交
代
が
実
現
す
る
運
び
と
な
っ
た
。
右
と
「
前
々
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
七
第
一
三

号
）
並
び
に
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
七
第
二
二
号
）
を
踏
ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

「
前
々
回
答
弁
書
」
を
起
案
し
た
者
の
官
職
氏
名
を
問
う
た
が
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
内
閣
官
房
に
お
い
て
起
案

し
、
」
と
さ
れ
て
い
る
。
官
職
だ
け
で
な
く
氏
名
も
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

当
時
の
野
田
佳
彦
内
閣
総
理
大
臣
と
安
倍
晋
三
自
民
党
総
裁
が
、
国
会
質
疑
に
お
い
て
国
民
に
約
束
し
た
事
で
あ
り
、
単

に
政
党
間
の
や
り
取
り
で
は
な
い
。
そ
の
当
事
者
で
あ
る
安
倍
総
裁
が
、
現
在
、
内
閣
総
理
大
臣
に
就
任
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
前
々
回
質
問
主
意
書
の
質
問
を
、
前
回
質
問
主
意
書
で
再
度
問
う
た
が
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
先
の
答
弁
書
で
お

答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
当
方
の
質
問
の
趣
旨
を
正
確
に
と
ら
え
た
答
弁
が
な
さ
れ
な
い

の
は
な
ぜ
か
。

一



三

前
々
回
質
問
主
意
書
で
問
う
た
質
問
に
対
し
、
安
倍
総
理
と
し
て
の
見
解
を
述
べ
る
こ
と
を
再
度
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

二


